
独
立
行
政
法
人
住
宅
金
融
支
援
機
構
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
案
参
照
条
文

○
独
立
行
政
法
人
住
宅
金
融
支
援
機
構
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
八
十
二
号
）
（
抄
）

（
定
義
）

第
二
条

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
住
宅
」
と
は
、
人
の
居
住
の
用
に
供
す
る
建
築
物
又
は
建
築
物
の
人
の
居
住
の
用
に
供
す
る
部
分(

以
下
「
住
宅
部
分
」
と
い
う
。)

を
い

う
。

２

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
災
害
復
興
建
築
物
」
と
は
、
災
害
に
よ
り
、
住
宅
又
は
主
と
し
て
住
宅
部
分
か
ら
な
る
建
築
物
が
滅
失
し
た
場
合
に
お
け
る
こ
れ
ら
の
建
築
物

又
は
建
築
物
の
部
分
に
代
わ
る
べ
き
建
築
物
又
は
建
築
物
の
部
分
を
い
う
。

３

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
被
災
建
築
物
」
と
は
、
災
害
に
よ
り
、
住
宅
又
は
主
と
し
て
住
宅
部
分
か
ら
な
る
建
築
物
が
損
傷
し
た
場
合
に
お
け
る
当
該
損
傷
し
た
こ
れ
ら

の
建
築
物
又
は
建
築
物
の
部
分
を
い
う
。

４

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
災
害
予
防
代
替
建
築
物
」
と
は
、
災
害
を
防
止
し
又
は
軽
減
す
る
た
め
、
住
宅
部
分
を
有
す
る
建
築
物
を
除
却
す
る
必
要
が
あ
る
場
合
と
し
て

政
令
で
定
め
る
場
合
に
お
け
る
当
該
建
築
物
に
代
わ
る
べ
き
建
築
物
又
は
建
築
物
の
部
分
を
い
う
。

５

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
災
害
予
防
移
転
建
築
物
」
と
は
、
災
害
を
防
止
し
又
は
軽
減
す
る
た
め
、
住
宅
部
分
を
有
す
る
建
築
物
を
移
転
す
る
必
要
が
あ
る
場
合
と
し
て

政
令
で
定
め
る
場
合
に
お
け
る
当
該
移
転
す
る
必
要
が
あ
る
建
築
物
を
い
う
。

６

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
災
害
予
防
関
連
工
事
」
と
は
、
災
害
を
防
止
し
又
は
軽
減
す
る
た
め
、
住
宅
部
分
を
有
す
る
建
築
物
の
敷
地
に
つ
い
て
擁
壁
又
は
排
水
施
設
の

設
置
又
は
改
造
そ
の
他
の
工
事
を
行
う
必
要
が
あ
る
場
合
と
し
て
政
令
で
定
め
る
場
合
に
お
け
る
当
該
工
事
を
い
う
。

７

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
合
理
的
土
地
利
用
建
築
物
」
と
は
、
市
街
地
の
土
地
の
合
理
的
な
利
用
に
寄
与
す
る
も
の
と
し
て
政
令
で
定
め
る
建
築
物
で
相
当
の
住
宅
部
分

を
有
す
る
も
の
又
は
そ
の
部
分
を
い
う
。

８

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
マ
ン
シ
ョ
ン
」
と
は
、
二
以
上
の
区
分
所
有
者(

建
物
の
区
分
所
有
等
に
関
す
る
法
律(

昭
和
三
十
七
年
法
律
第
六
十
九
号)

第
二
条
第
二
項
に

規
定
す
る
区
分
所
有
者
を
い
う
。)

が
存
す
る
建
築
物
で
住
宅
部
分
を
有
す
る
も
の
を
い
う
。

（
業
務
の
範
囲
）

第
十
三
条

機
構
は
、
第
四
条
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
、
次
の
業
務
を
行
う
。

一

住
宅
の
建
設
又
は
購
入
に
必
要
な
資
金(

当
該
住
宅
の
建
設
又
は
購
入
に
付
随
す
る
行
為
で
政
令
で
定
め
る
も
の
に
必
要
な
資
金
を
含
む
。)

の
貸
付
け
に
係
る
主
務

省
令
で
定
め
る
金
融
機
関
の
貸
付
債
権
の
譲
受
け
を
行
う
こ
と
。

二

前
号
に
規
定
す
る
貸
付
債
権
で
、
そ
の
貸
付
債
権
に
つ
い
て
次
に
掲
げ
る
行
為
を
予
定
し
た
貸
付
け
に
係
る
も
の(

以
下
「
特
定
貸
付
債
権
」
と
い
う
。)

の
う
ち
、

住
宅
融
資
保
険
法(

昭
和
三
十
年
法
律
第
六
十
三
号)

第
三
条
に
規
定
す
る
保
険
関
係
が
成
立
し
た
貸
付
け
に
係
る
も
の(

そ
の
信
託
の
受
益
権
を
含
む
。)

を
担
保
と
す

る
債
券
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
も
の
と
し
て
主
務
省
令
で
定
め
る
有
価
証
券
に
係
る
債
務
の
保
証(

以
下
「
特
定
債
務
保
証
」
と
い
う
。)

を
行
う
こ
と
。

イ

信
託
法(

平
成
十
八
年
法
律
第
百
八
号)

第
三
条
第
一
号
に
掲
げ
る
方
法(

信
託
会
社
又
は
金
融
機
関
の
信
託
業
務
の
兼
営
等
に
関
す
る
法
律(

昭
和
十
八
年
法
律
第

四
十
三
号)

第
一
条
第
一
項
の
認
可
を
受
け
た
金
融
機
関
と
の
間
で
同
号
に
規
定
す
る
信
託
契
約
を
締
結
す
る
も
の
に
限
る
。
第
二
十
三
条
第
一
項
に
お
い
て
同

じ
。)

又
は
信
託
法
第
三
条
第
三
号
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
る
信
託(

以
下
「
特
定
信
託
」
と
総
称
す
る
。)

を
し
、
当
該
信
託
の
受
益
権
を
譲
渡
す
る
こ
と
。



ロ

資
産
の
流
動
化
に
関
す
る
法
律(

平
成
十
年
法
律
第
百
五
号)

第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
特
定
目
的
会
社(

以
下
「
特
定
目
的
会
社
」
と
い
う
。)

に
譲
渡
す
る
こ

と
。

ハ

そ
の
他
イ
又
は
ロ
に
類
す
る
も
の
と
し
て
主
務
省
令
で
定
め
る
行
為

三

住
宅
融
資
保
険
法
に
よ
る
保
険
を
行
う
こ
と
。

四

住
宅
の
建
設
、
購
入
、
改
良
若
し
く
は
移
転(

以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
建
設
等
」
と
い
う
。)

を
し
よ
う
と
す
る
者
又
は
住
宅
の
建
設
等
に
関
す
る
事
業
を
行
う
者

に
対
し
、
必
要
な
資
金
の
調
達
又
は
良
質
な
住
宅
の
設
計
若
し
く
は
建
設
等
に
関
す
る
情
報
の
提
供
、
相
談
そ
の
他
の
援
助
を
行
う
こ
と
。

五

災
害
復
興
建
築
物
の
建
設
若
し
く
は
購
入
又
は
被
災
建
築
物
の
補
修
に
必
要
な
資
金(

当
該
災
害
復
興
建
築
物
の
建
設
若
し
く
は
購
入
又
は
当
該
被
災
建
築
物
の
補

修
に
付
随
す
る
行
為
で
政
令
で
定
め
る
も
の
に
必
要
な
資
金
を
含
む
。)

の
貸
付
け
を
行
う
こ
と
。

六

災
害
予
防
代
替
建
築
物
の
建
設
若
し
く
は
購
入
若
し
く
は
災
害
予
防
移
転
建
築
物
の
移
転
に
必
要
な
資
金(

当
該
災
害
予
防
代
替
建
築
物
の
建
設
若
し
く
は
購
入
又

は
当
該
災
害
予
防
移
転
建
築
物
の
移
転
に
付
随
す
る
行
為
で
政
令
で
定
め
る
も
の
に
必
要
な
資
金
を
含
む
。)

、
災
害
予
防
関
連
工
事
に
必
要
な
資
金
又
は
地
震
に
対

す
る
安
全
性
の
向
上
を
主
た
る
目
的
と
す
る
住
宅
の
改
良
に
必
要
な
資
金
の
貸
付
け
を
行
う
こ
と
。

七

合
理
的
土
地
利
用
建
築
物
の
建
設
若
し
く
は
合
理
的
土
地
利
用
建
築
物
で
人
の
居
住
の
用
そ
の
他
そ
の
本
来
の
用
途
に
供
し
た
こ
と
の
な
い
も
の
の
購
入
に
必
要
な

資
金(

当
該
合
理
的
土
地
利
用
建
築
物
の
建
設
又
は
購
入
に
付
随
す
る
行
為
で
政
令
で
定
め
る
も
の
に
必
要
な
資
金
を
含
む
。)

又
は
マ
ン
シ
ョ
ン
の
共
用
部
分
の
改
良

に
必
要
な
資
金
の
貸
付
け
を
行
う
こ
と
。

八

子
ど
も
を
育
成
す
る
家
庭
若
し
く
は
高
齢
者
の
家
庭(

単
身
の
世
帯
を
含
む
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。)

に
適
し
た
良
好
な
居
住
性
能
及
び
居
住
環
境
を
有
す
る
賃
貸

住
宅
若
し
く
は
賃
貸
の
用
に
供
す
る
住
宅
部
分
が
大
部
分
を
占
め
る
建
築
物
の
建
設
に
必
要
な
資
金(

当
該
賃
貸
住
宅
又
は
当
該
建
築
物
の
建
設
に
付
随
す
る
行
為
で

政
令
で
定
め
る
も
の
に
必
要
な
資
金
を
含
む
。)

又
は
当
該
賃
貸
住
宅
の
改
良(

当
該
賃
貸
住
宅
と
す
る
こ
と
を
主
た
る
目
的
と
す
る
人
の
居
住
の
用
そ
の
他
そ
の
本
来

の
用
途
に
供
し
た
こ
と
の
あ
る
建
築
物
の
改
良
を
含
む
。)
に
必
要
な
資
金
の
貸
付
け
を
行
う
こ
と
。

九

高
齢
者
の
家
庭
に
適
し
た
良
好
な
居
住
性
能
及
び
居
住
環
境
を
有
す
る
住
宅
と
す
る
こ
と
を
主
た
る
目
的
と
す
る
住
宅
の
改
良
（
高
齢
者
が
自
ら
居
住
す
る
住
宅
に

つ
い
て
行
う
も
の
に
限
る
。)

に
必
要
な
資
金
又
は
高
齢
者
の
居
住
の
安
定
確
保
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
三
年
法
律
第
二
十
六
号)

第
三
十
四
条
に
規
定
す
る
高
齢
者

向
け
優
良
賃
貸
住
宅
と
す
る
こ
と
を
主
た
る
目
的
と
す
る
人
の
居
住
の
用
に
供
し
た
こ
と
の
あ
る
住
宅
の
購
入
に
必
要
な
資
金
（
当
該
住
宅
の
購
入
に
付
随
す
る
行
為

で
政
令
で
定
め
る
も
の
に
必
要
な
資
金
を
含
む
。)

の
貸
付
け
を
行
う
こ
と
。

十

機
構
が
第
一
号
の
業
務
に
よ
り
譲
り
受
け
る
貸
付
債
権
に
係
る
貸
付
け
を
受
け
た
者
若
し
く
は
第
五
号
か
ら
第
七
号
ま
で
若
し
く
は
次
項
第
一
号
若
し
く
は
第
二
号

の
規
定
に
よ
る
貸
付
け
を
受
け
た
者
と
あ
ら
か
じ
め
契
約
を
締
結
し
て
、
そ
の
者
が
死
亡
し
た
場
合(

重
度
障
害
の
状
態
と
な
っ
た
場
合
を
含
む
。
以
下
同
じ
。)

に
支

払
わ
れ
る
生
命
保
険
の
保
険
金
若
し
く
は
生
命
共
済
の
共
済
金(

以
下
「
保
険
金
等
」
と
い
う
。)

を
当
該
貸
付
け
に
係
る
債
務
の
弁
済
に
充
当
し
、
又
は
沖
縄
振
興
開

発
金
融
公
庫
法(

昭
和
四
十
七
年
法
律
第
三
十
一
号)

第
十
九
条
第
一
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
る
貸
付
け
を
受
け
た
者
と
あ
ら
か
じ
め
契
約
を
締
結
し
て
、
そ
の
者
が
死

亡
し
た
場
合
に
支
払
わ
れ
る
保
険
金
等
に
よ
り
当
該
貸
付
け
に
係
る
債
務
を
弁
済
す
る
こ
と
。

十
一

前
各
号
の
業
務
に
附
帯
す
る
業
務
を
行
う
こ
と
。

２

機
構
は
、
前
項
に
規
定
す
る
業
務
の
ほ
か
、
次
の
業
務
を
行
う
。

一

阪
神
・
淡
路
大
震
災
に
対
処
す
る
た
め
の
特
別
の
財
政
援
助
及
び
助
成
に
関
す
る
法
律(

平
成
七
年
法
律
第
十
六
号)

第
七
十
七
条
の
規
定
に
よ
る
貸
付
け
を
行
う
こ



と
。

二

勤
労
者
財
産
形
成
促
進
法(

昭
和
四
十
六
年
法
律
第
九
十
二
号)

第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
貸
付
け
を
行
う
こ
と
。

三

独
立
行
政
法
人
雇
用
・
能
力
開
発
機
構
法(

平
成
十
四
年
法
律
第
百
七
十
号)

第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
委
託
に
基
づ
き
、
勤
労
者
財
産
形
成
促
進
法
第
九
条

第
一
項
に
規
定
す
る
業
務
の
一
部
を
行
う
こ
と
。

四

前
三
号
の
業
務
に
附
帯
す
る
業
務
を
行
う
こ
と
。

○
独
立
行
政
法
人
住
宅
金
融
支
援
機
構
法
施
行
令
（
平
成
十
九
年
政
令
第
三
十
号
）
（
抄
）

（
合
理
的
土
地
利
用
建
築
物
）

第
四
条

法
第
二
条
第
七
項
の
政
令
で
定
め
る
建
築
物
は
、
次
に
掲
げ
る
建
築
物
で
あ
っ
て
、
延
べ
面
積(

同
一
敷
地
内
に
二
以
上
の
建
築
物
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、

そ
の
延
べ
面
積
の
合
計)

の
敷
地
面
積
に
対
す
る
割
合
が
主
務
省
令
で
定
め
る
数
値
以
上
で
あ
る
も
の
と
す
る
。

一

耐
火
建
築
物(

建
築
基
準
法
第
二
条
第
九
号
の
二
に
規
定
す
る
耐
火
建
築
物
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。)

で
あ
っ
て
、
敷
地
面
積
が
五
百
平
方
メ
ー
ト

ル
以
上
で
あ
り
、
か
つ
、
そ
の
敷
地
内
に
主
務
省
令
で
定
め
る
規
模
の
空
地
を
有
す
る
も
の

二

土
地
の
利
用
が
細
分
さ
れ
て
い
る
こ
と
そ
の
他
の
事
由
に
よ
り
土
地
の
利
用
状
況
が
不
健
全
な
市
街
地
の
区
域
に
お
い
て
、
現
に
存
す
る
建
築
物
が
除
却
さ
れ
る

と
と
も
に
、
当
該
建
築
物
の
存
し
て
い
た
土
地
及
び
そ
の
土
地
に
隣
接
す
る
土
地
を
一
の
敷
地
と
し
て
新
た
に
建
設
さ
れ
る
耐
火
建
築
物

三

マ
ン
シ
ョ
ン
の
建
替
え
の
円
滑
化
等
に
関
す
る
法
律(

平
成
十
四
年
法
律
第
七
十
八
号)

第
二
条
第
一
項
第
七
号
に
規
定
す
る
施
行
再
建
マ
ン
シ
ョ
ン(

耐
火
建
築
物

で
あ
る
も
の
に
限
る
。)

で
敷
地
面
積
が
三
百
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
で
あ
る
も
の

四

前
三
号
に
掲
げ
る
建
築
物
に
準
ず
る
も
の
と
し
て
主
務
省
令
で
定
め
る
建
築
物


